
下記の封筒に貼付した
分のみです。

１１０円×１０枚
　１０円×２０枚

　５００円×１０枚
　１１０円×５０枚
　１００円×１０枚

　５０円×　５枚
　２０円×１５枚
　１０円×１０枚

　５００円×４枚
　１１０円×２枚
　１００円×４枚

　２０円×９枚
　１０円×２０枚

　計１，３００円分 　計１２，１５０円分 　計３，０００円分

横浜地方裁判所第３民事部破産係

令和８年１月改訂

破産・免責申立手続事件の郵券・予納金・収入印紙一覧表

１．予納郵便切手（本庁）

○ この記載は本庁の取扱いです。管内各支部については、後記４．予納郵便切手（支部）をご参照ください。

①個人同時廃止事件 ②法人・個人管財事件 ③債権者申立 ④抗　告

２．予納金（本庁）

○ この記載は本庁の取扱いです。管内各支部については、当該支部にお問い合わせください。

①同時廃止事件・・・・・・・１３，０４６円

②管財事件（官報公告費用のみ予納）※

 法人管財・・・・・・・・１６，２６４円

○ ①②について、上記とは別に債権者・税金等の滞納庁・保証人（管財手続で、債務者《売掛先、貸付先等》
がいる場合には同債務者）の宛名を記載した封筒各１通及び申立人（代理人）宛封筒２通（それぞれ１１０円
切手を貼付したもの）を提出してください。

○ ①②について、郵送による保管金提出書の送付を希望する場合は、申立人（代理人）宛封筒１通（１１０円
切手を貼付したもの）を追加してください【電子納付や窓口申立ての場合には追加は不要です。】。

○ 封筒は長形３号（縦約２３５ミリ×横約１２０ミリ）の無地のものを用意してください（申立人代理人事務
所の封筒等、何らかの記載のあるものはお控えください。）。

○ 申立人本人による申立ての場合や司法書士関与の場合は、申立人宛封筒を３通とするほかは、上記に準じて
ください。

○ 大規模管財事件の場合は、事案に応じ、必要な分を追加で予納していただくことがあります。

債権者申立
５０００万円未満 　７０万円 　１００万円 　５０万円 　８０万円

　個人管財・・・・・・・・１７，０４９円

※ 管財人への引継予納金は、申立人代理人から直接引き継いでください。最低額は２０万円
（申立人本人による申立ての場合には５０万円、司法書士関与の場合には３０万円）です。
　ただし、あくまで２０万円は最低額ですので、管財業務の内容に応じた予納金を引き継い

　でください。事案に応じて、予納金を増額していただく場合があります。

③大規模管財事件及び債権者申立事件の予納金は、下記の表記載のとおりです。

負　債　総　額
法　人 個　人

債務者申立 債権者申立 債務者申立

　１億円以上 ５億円未満 　２００万円 　３００万円 　１５０万円 　２５０万円

５０００万円以上 １億円未満 　１００万円 　２００万円 　８０万円 　１５０万円

　１０億円以上 ５０億円未満 　４００万円 　５００万円 　４００万円 　５００万円

　５億円以上 １０億円未満 　３００万円 　４００万円 　２５０万円 　４００万円

　１００億円以上 ２５０億円未満 　７００万円 　８００万円 　７００万円 　８００万円

　５０億円以上 １００億円未満 　５００万円 　７００万円 　５００万円 　７００万円

　５００億円以上１０００億円未満 　１０００万円 　１０００万円以上 　１０００万円 　１０００万円以上

　２５０億円以上 ５００億円未満 　８００万円 　１０００万円 　８００万円 　１０００万円

　１０００億円以上 　１０００万円以上

３．収入印紙

申立種別 貼用印紙 根拠



支部

（準）自己破産手続開始申立  　　１，０００円 民訴費３Ⅰ別表第１の16

債権者申立  　２０，０００円 民訴費３Ⅰ別表第１の12

抗告申立（免責に関するもの） 　　 １，０００円 民訴費３Ⅰ別表第１の18(4)

※（準）自己による申立ての場合は１，５００円、債権者申立ての場合は１，０００円

４．予納郵便切手（支部）

免責許可申立 　　 　　５００円 民訴費３Ⅰ、Ⅳ別表第１の17ホ

抗告申立（破産に関するもの） ※ 民訴費３Ⅰ別表第１の18(1)(4)

○　各支部における大規模管財・債権者申立事件の予納郵便切手については、当該各支部にお問い合わせ
　ください。

横須賀 本庁と同じ 本庁と同じ

小田原 本庁と同じ

債権者一覧表記載の債権者、保証人、税金等の滞納
庁宛の封筒（長形３号）に１１０円切手を貼ったも
の　各１通

申立人（代理人・司法書士）宛の封筒に１１０円切
手を貼ったもの３通（※）

１１０円×２０枚、１０円×２０枚

同時廃止事件（管内共通） 管財事件(大規模管財・債権者申立てを除く。)

川崎 本庁と同じ

債権者一覧表記載の債権者、保証人、税金等の滞納
庁宛の封筒（長形３号）に１１０円切手を貼ったも
の　各１通

申立人（代理人・司法書士）宛の封筒に１１０円切
手を貼ったもの３通（※）

債務者（売掛先、貸付先等）がいる場合には、債務
者の宛名を記載した封筒に１１０円切手を貼ったも
の　各１通

１１０円×１５枚、１０円×３０枚

相模原 本庁と同じ

債権者一覧表記載の債権者、保証人、税金等の滞納
庁宛の封筒（長形３号）に１１０円切手を貼ったも
の　各１通

申立人代理人宛封筒（切手不要）×４通

債務者（売掛先、貸付先等）がいる場合には、債務
者の宛名を記載した封筒に１１０円切手を貼ったも
の　各１通

５００円×１枚、１１０円×２０枚、１０円×３０
枚


